
江戸川区生活保護業務不適切事案の検証及び再発防止対策検討委員会 

第４回 第三者専門委員会 議事概要 

 

 

日 時：令和５年１２月１２日（火）１８：００～２１：１５ 

会 場：グリーンパレス４階 集会室４０１ 

出席者：池谷委員長、平沢職務代理、荒井委員、木下委員、中村委員 

 

１  開  会  

２  委員長挨拶  

３  議  事  

（１）確認事項、要望資料、報告書（案）等の説明 

【事務局からの報告・説明】 

 次の事項について、事務局から報告・説明があった。 

 ●専門委員による関係者ヒアリングについて 

   ●当該受給者の遺留金調査の結果について 

   ●違法性の検証について 

   ●当該ケースワーカーの懲戒処分理由について 

   ●社会福祉主事等の配置状況について 

   ●生活援護第三課におけるハラスメント事案について 

   ●公益通報委員会の調査結果について 

   ●検証・検討委員会に対する要望通知書について 

   ●報告書構成（案）及び報告書（案）（一部）について 

 

  【専門委員からの質疑及び事務局の応答】 

   次の事項について、専門委員から質疑、確認等があり、事務局が応答した。 

   ○関係者ヒアリングについて、ヒアリングに参加した委員から報告があった。 

   ○委員から遺留金の調査について質疑があり、事務局が応答した。 

   ○委員から社会福祉主事の資格取得状況について質疑があり、事務局が応答した。 

   〇委員から公益通報委員会の構成について質疑があり、事務局が応答した。 

   〇全委員から要望通知書に記載されている要望について否決の意見があった。 

   〇委員から報告書（案）の体裁等について意見があり、事務局が応答した。 

   

 （２）再発防止に向けた討議 

 再発防止策をまとめるため、次の論点に沿って専門委員が討議を行った。 

   ○生活援護第三課独自の問題について 

   ○生活保護援護課全体の問題について 

   ○区として取り組むべき問題について 

   〇生活保護行政全般に関する問題について 

 

 （３）事務局からの報告・連絡 

   ●検証・検討委員会の最終回（全体会）の実施方法等について、委員の意見を聴取した。 

 

４  次回日程  

  ●会議の日程について事務局から提案した。  

日時：令和５年１２月２６日（火）１８：００から開催する。  

  ○委員会にて次回も個人情報を多く取り扱うので非公開での開催とする。  

 

５  閉  会  

 

事務局：福祉部生活援護第二課 


